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おわりに

はじめに―課題と資料―

明治期の両替商についての立ち入った研究は多くないが，近年の石井寛治氏の研究によれば，

明治ひとケタ代（１８６８～７６年）の両替商は従来の理解と異なって，日本経済において重要な役

割を果たしており，その中から銀行に転化した例も多いとされる１。ただし両替商という業態は

その後の明治１０年代以降（１８７７年～）も存続しており，そうした両替商はその後の証券会社を

生み出す母体となったという評価がなされている２。系譜的にはそうだとしても，明治１０年代以

降の両替商取引の実態と役割についてはまだほとんど研究の手がつけられていない。本稿は明治

１０年代後半の松方デフレ期における東京の，銭両替系譜の両替商ともいうべき一中小両替商の

資料を分析し，国立銀行が多数設立され，また私立銀行を含めた銀行網が整備されて，それまで

有力両替商が担ってきた金融システム上の役割が銀行にとって代わられたこの時期の中小両替商

の営業形態と顧客層，あるいは商取引の一端を明らかにすることを課題とする。取引主体などに

注目しつつ両替商の帳簿や残された証書類を分析することによって何が見えてくるか，それを明

らかにすることが本稿の課題である。

本稿で分析するのは，東京府芝区烏森町一番地に所在していた中村両替店である３。烏森町は
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現在の JR新橋駅の西側に位置し，藩政期には武家地であった。中村両替店の経営者中村武三に

ついて詳しいことは不明であるが，一群の関連資料の中に滋賀県彦根附近のものが多く含まれて
え ち

いる。すなわち，滋賀県愛知郡稲枝村大字薩摩（現彦根市，琵琶湖畔付近の農村）で，「中村甚

四郎」が明治前期頃，桑問屋を経営していた関係資料があり，その他家族の彦根関係資料もあ

る。中村武三はこの稲枝村の出身の可能性が高い。そうだとすれば，彼も近江商人の一人といえ

る。

以下，現存する中村両替店の経営資料を列挙する。

（１）『印鑑簿』（１８８２年，８４年）２冊

（２）『明治十六年一月吉祥 代金請取綴込簿』（１８８０年８月～８３年１２月）１冊

（３）『明治十八年一月吉日 公債代価請取証』（１８８５年１月～１２月）１冊

（４）『貸金改正表』（１８８４年１月～１２月）１冊

（５）「抵当品預リ証」綴（１８８３年１０月～８５年１２月）１冊

（６）「預リ証」綴（１８８３年９月～８４年９月，１８８５年３月～８６年１月）２冊

これらをみると，時期としては１８８０年からの資料もごく一部あるものの，主に１８８２～８５年の

資料であり，ほぼ松方デフレ期の資料といってよく，内容は金禄公債をはじめとする公債売買の

記録・証書等が中心である。近代日本の公債売買は１８７６年の国立銀行条例改正を契機に活発化

し，それによって両替商を営む者が急増し，東京では西南戦争後に約１００名に上ったという４。

中村両替店は上記資料のように１８８０年には営業を開始しており，この頃，滋賀県の居村から上

京して開業したか，上京後東京の別の店で一旦丁稚等として修業したのちに開業したと思われる

が，そのあたりについても今のところ手掛りはない。いずれにせよ，１８８０年前後の公債取引の

活況のなかで，中村も営業を開始した。ただし取扱有価証券の中心だった金禄公債の売買は，

１８８１年までのインフレ期が最盛期であり，両替商の旨みが大きかったのもその頃とされ５，その

後の松方デフレ期は公債売買も沈静化していくから，中村両替店はやや出遅れた感もある。そし

て，１８８６年以降の中村家の関係資料は断片的ながら存在するものの，両替商関連の資料はなく

なっているから，この後同店はまもなく閉店・廃業したものと思われる６。

これらの資料によっては，松方デフレ期に同店がどのような原資によって営業し，どの程度の

損益を示したかなどは，残念ながら明らかにならない。判明するのは，顧客とどのような取引を

行ったかであり，また顧客名からそれがどのような顧客だったかが一部の者についてわかるのみ

である。以下，そうした限られた視点から分析を進めたい。
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１．中村両替店の営業内容と資料分析

（１）東京の両替商と中村両替店

まず松方デフレ期東京の両替商を一瞥する。『大日本商人録』（１８８０年刊）の「両換商之部」

によると７，東京に３５名の両替商があげられ，区別には，日本橋区１５名，本郷区７名，京橋区

５名などとなっている。前記のようにこの頃東京の両替商は１００名に及んだとされているから，

この名簿はすべての両替商を網羅していないが，やはり金融の中心たる日本橋区に集中している

ことが窺える一方，中村両替店の所在する芝区には（中

村武三は１８８０年にすでに営業開始しているものの）両

替商名はあげられておらず，同店の顧客が多く居住した

芝区・赤坂区・麻布区（表１）などには両替商等金融業

者はあまり多くないようである。

また近世期・幕末維新期の著名な両替商はすでにこの

名簿になく，国立銀行など多くの銀行が設立され，有力

両替商も銀行に転換するなどして姿を消している。これ

はもちろん為替取引など，従来の有力両替商の主たる業

務は銀行が担当するようになっていたからであろう。

したがって松方デフレ期頃の両替商の主要業務は有価

証券取引，とくに金禄公債など国債の取引だったとみら

れる。株の売買も行われているが，この頃はまだ発行

数・種類ともに少なく，松方デフレが終わり，明治２０

年代になると株式発行と株取引が活発になる。

こうして中村両替店の顧客の多くは，後述のように，

周辺に他の両替店等があまりない同店の比較的近くに居

住していた士族などが生活のためなどに換金目的で公債

を持ち込んだ場合が多かったのではないかと推測され

る。

なお白崎五郎七編『日本全国商工人名録』（１８９２年

刊）にも「両換株式商」「株式取引所仲買」等の名簿が

あり，個別には「諸公債株式売買商」などとある。この

ように明治２０年代以降も公債売買の「両替商」は存続

する。１８８０年名簿と一致する者は，稲垣喜右衛門のみ

であり，伊勢屋田中武兵衛のように「両換株式商」とと

もに製茶業を兼業しかつ麹町銀行頭取というように手広

表１ 中村両替店の顧客の住所

住 所 １８８２年 １８８４年

芝 区 １１９ ８４
赤坂区 ４１ ３２
麻布区 ３４ ４１
麹町区 ３３ ２１
京橋区 ３２ ２４
神田区 １５ １０
浅草区 １５ ５
下谷区 １１ １６
本所区 １１ １１
小石川区 １１ ９
牛込区 １０ １３
本郷区 ７ １４
日本橋区 ６ ８
四谷区 ５ ４
深川区 ４ ４

小 計 ３５４ ２９６

東京府南豊島郡 ９ ２
荏原郡 ５ ８
北豊島郡 １ ４
東多摩郡 １ ２
南葛飾郡 １ １
南足立郡 １

埼玉県北葛飾郡 ３ １
川越町 １
大里郡 １
北足立郡 １

神奈川県横浜区 １
横須賀町 １
西多摩郡 １
都筑郡 １
北多摩郡 １

茨城県西葛飾郡 １
群馬県前橋町 １
不 明 ７ ４
総 計 ３８２ ３２８

（出所）『印鑑簿』各年。
注：住所の一部は他の資料で補足した。
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く事業を行った者もいたが，この時期の両替商の浮沈は激しかったものとみられる。

さて中村両替店の上記資料の表題からも判明するように，同店の営業内容は，（１）預金受入，

（２）貸金，（３）公債等有価証券の買取があり，当然その他に，（４）公債等有価証券の売却があっ

たはずであるが，（４）については資料を欠いており，その詳細は不明である。ただし公債買取関

係の簿冊（『明治十六年一月吉祥 代金請取綴込簿』）

の中に，中村両替店および中村武三が金禄公債を売却

した際の代金請取証が例外的に２枚紛れ込んでおり，

それは近隣の有力菓子商（芝区の藤田武次郎，文政年

間～明治２０年代の老舗菓子商）に対してであり８，特

定の有力金融業者に売却するのではなく，買取と同

様，多様な有価証券需要に応じて多方面に売却した可

能性がある。次に各簿冊類の分析を順に行う。

（２）『印鑑簿』

この簿冊（１８８２年，１８８４年の２冊）は，顧客自身

が短冊状の紙片に住所氏名等を記したものを厚紙の上

に挟み込んだものである。顧客の族籍は，表２のよう

に大半は士族だったようにみえるが，これは自らの族

籍をわざわざ記さなかった者が大半である中で，自ら

士族と記した者の方が平民と記した者より圧倒的に多

かったことを示しているにすぎない。それは，士族が

平民に対してあるプライドを持っていたことを示すも

のという可能性もあり，顧客の族籍別割合について

は，大半が族籍不明者であるうえに，以上のように士

族の方が平民より自らの族籍を明記する傾向が強いと

考えると，判明する族籍の比重から安易に顧客のほと

んどは士族であったとも断定できない。とはいえ，表

示したように他の資料から士族であることが判明する

場合も少なくないし，取引有価証券の大部分が金禄公

債であったことからも，やはり顧客の中の士族割合は

かなり高かった可能性が高い。

１８８２年の簿冊に挟まれた短冊も，必ずしも同年に

作成したものとは限らない。たとえば長沼守敬（住所

麹町区，岩手県士族，彫刻家，のち東京美術学校教

表２ 中村両替店顧客の族籍

族籍等 １８８２年 １８８４年

華族（子爵） （１）

東京府士族 １７（３） ６（６）
静岡県士族 ８（１） ６（１）
鹿児島県士族 ４（３） ２
福井県士族 ２（１） （１）
長野県士族 ２
山口県士族 １（２） １（１）
三重県士族 １（１） （１）
長崎県士族 １（１） （１）
愛知県士族 １ １
鳥取県士族 １ １
宮崎県士族 １ １
千葉県士族 １ （１）
京都府士族 １
岐阜県士族 １
神奈川県士族 １
栃木県士族 １
佐賀県士族 （２）
岩手県士族 （２）
新潟県士族 （１） １
広島県士族 （１） （３）
山形県士族 （１） （１）
高知県士族 （１）
岡山県士族 （１）
石川県士族 ２（１）
熊本県士族 ２
兵庫県士族 １（１）
和歌山県士族 １（１）
茨城県士族 １
富山県士族 （１）
埼玉県士族 （１）
京都府士族 （１）
士 族 ８ １６（１）

士族 計 ５２（２１） ４２（２３）

東京府平民 ２（１） １（１）
千葉県平民 （１）
平 民 １ ５

無記入 ３２７ ２８０

総 計 ３８２（２３） ３２８（２５）

（出所）『印鑑簿』各年。
注：（ ）内は他の資料から判明したもの

で外数。
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授）の短冊もあるが，彼は１８８１～８７年にイタリアへ留学している。おそらく留学前の１８８１年に

作成したものであろう。ちなみに長沼の同店との取引は，他の簿冊には出てこないが，留学直前

だから，おそらく留学資金捻出のために，所有していた金禄公債を売却したのではなかろうか。

この簿冊には，１８８２年３８２名分，１８８４年３２８名分の短冊があり，上記のように東京各区在住

の士族などが同店の顧客であったことがわかる（表１，表２）。ただしこの２冊の『印鑑簿』にと

もにあらわれる人名は４名のみであり，ほとんどの者は継続的に取引するわけではなかった。結

局，この『印鑑簿』などから浮かび上がってくる同店の営業内容は，主として士族を顧客とした

公債買取や庶民金融が中心だったようである。

とはいえ顧客の士族層は，松方デフレ期の「没落」士族たちとは簡単にはいえない。そもそも

困窮した士族が金禄公債を手離したのは，前述のように１８８１年までのインフレ期がピークで

あったから，松方デフレ期に中村両替店に公債を売却した士族は，公債を所有したままインフレ

期を乗り切った者たちであり，後述のように個別に判明する限りでも決して生活に困窮していた

士族層ではなく，官吏など比較的安定した職に就いていた士族が中心だったように思われる。こ

の『印鑑簿』にあらわれる者のうち，著名人など他の資料から職業ないし階層等がわかる例は少

なくないが，『印鑑簿』（１８８４年）の記載から職種がわかる人物の例をあげれば，「槇田喜助」の

住所は「横浜桜木町鉄道構内官舎」，「寺崎遜」は「内務省官舎」（麹町区）とあり，ともに官吏

であることが判明する９。また同じ『印鑑簿』にあらわれる石川県士族中村岩太郎は，旧禄高１７

人扶持だったことがわかっており１０，もともと決して最下層武士ではなかった。

（３）『明治十六年一月吉祥 代金請取綴込簿』，『明治十八年一月吉日 公債代価請取証』

前者は，１８８０～１８８３年の「公債証書売渡証」等が，後者は１８８５年の「売渡代金請取証」が綴

られており，公債証書の買取の実態がわかる。この資料から作成した同店の公債等買取額の推移

をみると（表３），１８８２年までも増加しているが，１８８３年に急増している。ただし前者の資料に

は，表紙に「代金請取綴込簿 第
�

参
�

号
�

」（傍点筆者）と記されているから，１８８３年までのすべて

の「公債証書売渡証」が綴られているわけではないようである。

まず前者の簿冊について述べると，公

債はほとんどすべて金禄公債であり，ご

くわずかに起業公債（１８７８年起債）・秩

禄公債（１８７４～７６年交付，１８８４年全額

償還）・新公債（１８７２年交付，明治期に

入ってからの藩債務）・旧公債（１８７２年

交付，幕末期の藩債務）・旧神官配当禄

公債（１８７８年交付）などがあるが，株

式の買取は１件もない（表４に１８８３年

表３ 中村両替店の公債等買取額（円）

額 面 代 金

１８８０年 １，４５５ …
８１年 ２，７９５ …
８２年 ８，７０５ …
８３年 ６９，３４５ ５６，４８１
８５年 ５２，３８０ ５３，９４１

（出所）『明治十六年一月吉祥 代金請取綴込簿』『明治十八
年一月吉日 公債代価請取証』。

注：８０～８２年は代金未記入の件数が多く，計が算出でき
ない。８３年は額面２，１７０円分の代金記入なし。８５年
は株式等の額面不明の場合あり。
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分を示した）。

取扱公債の大部分が金禄公債であることは，売主の大半は士族であることを示唆しているが，

必ずしも自らに交付された（または交付を受けた親から譲られた）公債を売っている場合のみで

はないようである。売り手が平民の商人であることが判明している例もあるし，禄高が低かった

旧下級武士に交付された七分利付金禄公債が一度に多額売られている場合などは，他の両替商・

貸金業者等との取引の可能性があり，また金禄公債は各被交付者に１種類の金利の公債しか交付

されないにもかかわらず，六分利付と七分利付の２種の金禄公債を売り渡している士族もいる。

商人が金禄公債を同店に売却している例をあげると，１８９６年にオーストリア貴族の妻として渡

欧したクーデンホーフ光子（青山みつ）の父，青山喜八（骨董商）はもともと江戸町人で平民で

あるが，七分利金禄公債４枚（額面計１３０円，代金８５円）を１８８３年１月，中村両替店に売却し

ている。これはおそらく喜八が骨董品販売代金として受け取ったものと考えられる１１。また関久

四郎は，この頃芝区の有力煙草商であるが１２，同年１１月と１２月に２回にわたって額面各１，０００

円の七分利金禄公債を同店に売却しており，１回目は１２枚もの公債証書であった。これらは，

先の藤田武次郎の例のように有力商人が投資の対象として購入したものを売却したか，または商

品の販売代金として金禄公債を受け取り，換金した事例とみられる。

２種類の金禄公債を売却している例をあげると，恩田寛（長野県士族）が六分利付と七分利付

を同年１１月にそれぞれ１００円余売却しているが，これは士族間で金禄公債の売買が行われてい

たことを示すものと思われる。また峯孟親（京都府士族，１８２９年生）は，もともと皇居に仕え

る地下人であり１３，幕末に皇女和宮の降嫁に供奉してはじめて江戸に出て，のち閑院宮家の家扶

となった人物であるが１４，この資料によると中村両替店に６回にわたり六分利付と七分利付金禄

公債を売却しており，なかには額面１，０００円の大口取引もあり，彼は近しい公家や地下人など宮

中出身士族の所有公債の売却役として活動していたと推定される。地下官人としてはさらに，こ

表４ 中村両替店公債買取額（１８８３年）

種 類 額面（円） 代金（円） 件数 備 考

六分利付金禄公債 ６，４６０ ５，１７１ １３
七分利付金禄公債 ４０，６５０ ３４，１４０ １２３ 額面１６２０円分（４件）の代金不明
一割利付金禄公債 ９４０ ９７４ ６ １件は額面・代金不明
金利不明金禄公債 １６，９４５ １３，６００ ７０ 額面５５０円分（２件）の代金不明

金禄公債 小計 ６４，９９５ ５３，８８８ ２１２

旧公債 １，４５０ ３０３ １ 無利子
新公債 ３００ ２１１ １ 利率４％
秩禄公債 ２５ ２５ １ 利率８％

旧神官配当禄公債 ２５ ２４ １ 利率８％
起業公債 ６００ ４７８ ４ 利率６％
不 明 １，９５０ １，５５１ ５

総 計 ６９，３４５ ５６，４８１ ２２５

（出所）『明治十六年一月吉祥 代金請取綴込簿』。
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の当時宮内省に出仕していた西尾為忠（京都府士族）もこの資料にあらわれ，額面２５０円の金禄

公債を売却している１５。

後者の資料に綴られているのも，金禄公債の代金領収証が大部分であるが，１８８４・８５年発行

の中山道鉄道公債証書が新たにあらわれるほか，日本鉄道株・共同運輸株という株式の取引が始

まっていることが注目される（表５）。

この『明治十八年一月吉日 公債代価請取証』にも，岸田吟香・星亨・近藤真琴など日本近代

史上の著名人が中村両替店に有価証券を売却したことを証する文書が綴られている。中村両替店

の顧客がどのような事情で公債等を売却していたかを知るために，これら著名人を例に具体的な

事情を伝記等で探ってみると，以下のようである。

まず岸田吟香（ジャーナリスト，洋画家岸田劉生の父）が石井国之輔を介して起業公債（額面

７００円）を５９１円５０銭で同店に売却したのは１８８５年１月であり，岸田が５回目の渡清から帰国

した８４年１２月と６回目の渡清に出立した８５年６月頃の間のことである１６。岸田は１８８０年代前

半頃に自らの著作や薬品を国内および清国で販売したり京都に紡績工場の設立を計画したりと，

さまざまな活動を行っていたが，とりわけ１８８２年に清国で科挙用参考書の縮小本の販売により

数万円の利益を得たともされていたから，起業公債などの有価証券を購入していたとしても不思

議ではない。そして５回目の渡清からの帰国から次の渡清までの半年の間にも，岩倉具視公爵夫

人ら慈善関係の人々を築地の訓盲唖院に招待するなど，「忙しく活動して」いたから，それら活

動の資金調達のために公債を現金化したのであろう。

表５ 中村両替店公債等買取額（１８８５年）

種 類 額面（円） 代金（円）
数量
（株数）

取引
件数

備 考

六分利付金禄公債 １０，４２５．００ ９，３４３．４４ １２
七分利付金禄公債 ２８，５５５．００ ２６，８０３．６１ ８４ １件（額面１００円）のみ代金不明
金利不明金禄公債 ４，８１５．００ ４，３７３．１１ １３

金禄公債 小計 ４３，７９５．００ ４０，５２０．１６ １０９

旧公債 １，０５０．００ ２３５．００ ２ 無利子
新公債 ４７５．００ ３３８．２０ １ 利率４％
起業公債 １，８５０．００ １，６６１．２０ ６ 利率６％

中山道鉄道公債 ４，３００．００ ３，９１４．３０ ５ 利率７％

その他公債 小計 ７，６７５．００ ６，１４８．７０ １４

日本鉄道株 ５，２０５．８０ １９７ １７ 第１回発行株と第２回発行株
共同運輸株 ８６８．５０ １８ ３

株式 小計 ６，０７４．３０ ２１５ ２０

一分金 ０．５０ １

不 明 ９１０．００ １，１９８．０３ ５ １件のみ額面不明（ただし３００円と推定される）

総 計 ５２，３８０．００ ５３，９４１．６９ １４９

（出所）『明治十八年一月吉日 公債代価請取証』。
注：種類の「不明」の大半は，七分利付金禄公債と推定される。
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のちに政治家として活躍する星亨は，１８８５年３月５日に伊阿弥一雄（妻津奈子の父）を代人

として日本鉄道株１００株を２，８８０円で売却し，同時に妻の「星つな」も日本鉄道株６株（１７２

円）を売却している。この簿冊には，伊阿弥一雄の委任状を提出する約定証，星亨による委任状

（８５年２月２８日）も綴り込まれている。星亨は，明治前期には官吏を経て政府の命でイギリス

に留学し，帰朝後代言人として活動しつつ自由党に入って新聞発行などを行っていた１７。しかし

１８８４年９月に官吏侮辱罪で逮捕され，同年１２月に禁固刑の判決を受け，一旦帰京したのち翌８５

年３月１日に新潟に出立し，４月１３日に新潟監獄に入った。すなわち星は入獄前に身辺整理を

行う一環として１８，新潟に出立するまさに前日に岳父宛の委任状を書いて渡し，所有株の売却を

依頼したのである。そして星が出立後大雪の中を新潟裁判所へ急いでいる最中に１９，岳父が中村

両替店に株券を売り渡した。星は江戸の左官の棟梁の子に生まれたが，生後まもなく実父は妻子

を捨てて出奔し，実母は貧乏医と再婚して星は養父のもとで育てられた。その後才能を見いださ

れて官職に就き，畳職棟梁の娘津奈子と結婚し，留学後，司法省付属代言人などとして高収入を

得ていたから２０，多額の日本鉄道株の購入も可能であった。しかし他方で，新聞発行等には大金

が必要であり，新潟に入檻中にも「新聞社の支払に数千金注ぎ込み，その上負債として残るもの

もありたる」などとされているから２１，中村両替店に売り渡した星や妻津奈子の株の代金は，星

の留守中に新聞社の支払いなどに当てられたのであろう。

近藤真琴（教育者，海軍軍人，攻玉社の創設者，この頃築地の海軍兵学校の文官教授，１８８６

年９月没）は１８８５年１０月２２日に七分利金禄公債（額面２，１５０円）を２，０７２円で中村店に売り

渡している。攻玉社は同年４月に芝区神明町の土地と家屋を計８，０００円で購入し，さらに１１月

１日には同町にあった寄宿舎の一部を取り壊して新校舎を建築する工事に着手しているから２２，

金禄公債売却はこの一連の不動産購入と校舎新築の費用捻出の可能性が大きい。またこの時売り

渡した多額の金禄公債は，真琴が秩禄処分の際に受領したものではない。真琴は鳥羽藩の禄高４

石１人扶持の御徒士格という下級武士の家の出身だから，もともと額面２，０００円余もの多額の金

禄公債は交付されていないし，明治に入って１８７６年の家禄廃止までに受け取った家禄約３００円

のすべても郷里鳥羽の学校に寄付したうえ，１８８１年鳥羽に私学校の商船分黌を開設するために

「真琴の家禄奉還金の全部，約六百円」を当てるなど，教育発展のために私財を積極的に投じて

いたから２３，１８８５年に中村両替店に売り渡した金禄公債は真琴の教育活動に対して多方面から寄

贈されたものではなかったかと推測される。

このように当時第一線で活躍していた著名人の場合，有価証券売却は活動資金・事業資金捻出

のための換金だったことが多いようであり，したがって概して取引額が大きかったといえる。

しかし１件当り取引額別の件数は（表６），どちらの資料も個人の小口取引である５００円未満

が大半であり，中村両替店の顧客の大半は資産家や大規模商人などではなく，せいぜい中層で

あったことが明白である。１件当り最大支払規模では，『明治十六年一月吉祥 代金請取綴込

簿』では，売渡人黒川昇三（柳沢藤七代理）５，７０３円（額面計６，５００円），続いて稲垣長蔵４，５００
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円（額面計５，０００円，いずれも七分利

金禄公債）となるが，これらの売渡人

の素性は不明である。『明治十八年一

月吉日 公債代価請取証』では，先述

の伊阿弥一雄（星亨代人）２，８８０円

（日本鉄道株１００株）を最大として，

峯沢商店（両替商，後述）２，６３７円

（中山道公債，額面計３，０００円），本間

義存（東京府士族，１８８５年当時司法

省会計局官吏）２，０２６円（六分利金禄

公債，額面２，１６５円）と続く。後述のように六分利金禄公債を交付された士族は相当高禄の旧武

士であり，本間義存のようにその取引高も大きかった。

（４）『貸金改正表』，「抵当品預リ証」綴，「預リ証」綴

『貸金改正表』（１８８４年）は，「抵当品預リ証」と対応しており，事後的に作成したものであ

る。「抵当品預リ証」綴（１８８３～８５年）は，貸金が返金され，抵当品を返還して引き換えに受け

取った「抵当品預リ証」を綴ったもの（またはその控え）である。これらの資料以外に，未使用

の「預り金通帳」も多数存在していることからも明らかなように，同店は士族等を顧客として預

金を受け入れ，また金禄公債・起業公債・株券（第一国立銀行・第三国立銀行・日本鉄道・横浜

正金銀行）・小判（金貨）などを抵当として貸金業務を行っていたが，顧客別の取引内容を記し

た『貸金改正表』によれば，１件の取引すなわち個別の抵当品に対する貸付規模は最大１，０００円

台であった。公債等の買取額と比して，１件当り貸付額は比較的少ない。ただし個別には顧客は

数回に分けて多額の借入をする場合があり，その場合六分利金禄公債を抵当としており，旧上級

武士に関係した借入と思われる。他方で小口借入は，下層士族の生活のためかもしれないが，族

籍が士族であることが判明する者は多くない。さらに「預リ証」綴（１８８３～８４年，８５～８６年）

２冊も控えの可能性が大である２４。これらの資料により現金や金禄公債を預かっていることがわ

かる。その際の利子についても記載のある場合があ

るが，数は多くない。無利子の場合もあるだろう

し，様々な事情で一時預かりし，即日返却する場合

もある。

まず『貸金改正表』から貸金業務の特徴を検討す

ると，大半は１件当り１００円未満の貸付であり（表

７―１），ここでも個人相手の少額の貸付が中心であっ

た。ただし数回に分けて貸付け，その残高が比較的

表６ 中村両替店公債等買取件数

１８８０～８３年 １８８５年

取引代金 件 数 取引代金 件 数

４千円以上 ２ ２千円以上 ５
１～４千円 ３ １～２千円 ４
５百～１千円 １２ ５百～１千円 ２０
百～５百円 １０７ 百～５百円 ６５
百円未満 １３４ 百円未満 ５３
不 明 ６５ 不 明 ２

計 ３２３ 計 １４９

（出所）１８８０～８３年：『明治十六年一月吉祥 代金請取綴込簿』，
１８８５年：『明治十八年一月吉日 公債代価請取証』。

表７―１ 中村両替店１件当貸金額（１８８４年）

１件当貸金額 件 数

５百円以上 ４
３百～５百円 ９
百～３百円 ２２
５０～百円 ３４
５０円未満 ４３
不 明 １

計 １１３

（出所）『貸金改正帳』。
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大口になる場合もあり，表７―２のように主要な貸付先には秋元鎮太郎をはじめ六分利金禄公債を

抵当とする旧上級武士とみられる者が多かった。個別にみると，野間政寿は１８７０年代半ば～８０

年代初めに山形県令・福島県令を務めた三島通庸に伴って両県の幹部県官を歴任した鹿児島県人

として知られる２５。また小堀正快は小堀遠州の直系子孫である元直参旗本で，遠州流茶道第十代

家元であった。小堀の場合はおそらく茶道の活動のための借入だったのであろう。

さらに「預リ証」綴（１８８３～８４年，全１６９枚）から判明する取引の特徴は，同業の両替商か

らの現金・金禄公債の預け入れや，小売商とみられる者からの頻繁な小口現金預け入れが非常に

多いことである（以下，表８―１，表８―２

を参照）。

両替商については，安田商店（安田善

次郎）の番頭をしていた峯沢徳兵衛（峯

沢商店，日本橋区）から現金や金禄公債

を預った証書が１８枚あり，また浜田屋

両換店さらに有名な小布施新三郎（小布

施商店，日本橋区）との取引もある。峯

沢徳兵衛は，安田善次郎が１８６４年（元

治元年）に安田屋を開業して以来，安田

屋および安田商店の番頭を勤めていた

が，１８７７年に安田善次郎が徳兵衛の長

年の勤功を賞して安田商店の中心業務た

表７―２ 中村両替店の主要貸付先（１８８４年）

氏 名 住所
貸金額
（円）

件数
１件当貸
金額（円）

抵 当 品 備 考

秋元鎮太郎 牛込区 ２，４８０ ４ ６２０ 六分利付金禄公債 東京府士族
野間政寿 麻布区 １，２００ ２ ６００ 六分利付金禄公債 鹿児島県士族？
小島長正 赤坂区 １，１２０ ５ ２２４ 七分利付金禄公債
小堀正快 下谷区 ７５０ １ ７５０ 六分利付金禄公債 東京府士族
岩橋米太郎 麹町区 ５７０ ３ １９０ 七分利付金禄公債
沢辺はま 京橋区 ５２５ ２ ２６２ 金禄公債

伊藤岩吉 京橋区 ２７５ ７ ３９ 六分・七分利付金禄公債 １件貸金額不明
高橋道雄 赤坂区 １７３ ６ ２８ 七分利付金禄公債 静岡県士族
益田克美 芝 区 ３６０ ４ ９０ 七分利付金禄公債
柴山慎吾 神田区 ２０７ ４ ５１ 大判・小判

（総計） １３，３３４ １１２ １１９

（出所）『貸金改正帳』。
注：１）貸金額には追貸も含む。抵当品の金禄公債の種類は判明するもののみ。
２）貸金額５００円以上または件数４件以上を示した。
３）件数の計は貸金額不明１を除いた。

表８―１ 中村両替店現金等預り額（１８８３年９月～８４年９月）

種 類 金額（円） 件数
１件当金
額（円）

現 金 ２１，１９１ １１４ １８５

六分利付金禄公債 １，７５０ ５ ３５０
七分利付金禄公債 ９，８８０ ４７ ２１０
一割利付金禄公債 １，７６５ １ １，７６５
金利不明金禄公債 ５５０ ２ ２７５

金禄公債 小計 １３，９４５ ５４ ２５８

日本鉄道株 （２株） １

総 計 ３５，１３６ １６９ ２０９

（出所）「預リ証」綴（１８８３年９月～８４年９月）。
注：１）資料は中村両替店の控えと推定。
２）金禄公債の金額は額面。
３）金禄公債の件数は，六分と七分両方を預けた場合
が１件あるので，計の件数が１件少ない。
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る銭両替を彼に譲り，峯沢商店として小両替業兼油屋を開かせたのである。徳兵衛は１８８３年７

月に病没したが，善次郎は遺族のために峯沢の個人資産７，５００円をもとに峯沢商店を安田商店の
ぜにだな

支店格として継続させ，１８８５年４月には安田銀行の支店格の「安田銭店」とした（１８９３年に廃

止）２６。「預リ証」綴によると，８３年７月の徳兵衛没後も，峯沢商店から盛んに現金を預かるなど

取引を継続し，８５年２月にも中山道鉄道公債を峯沢商店から買い取っており，同商店が存続・

営業していることがわかる。さらに１８８５年１２月には「安田銭店」から現金９００円を預かってい

る。中村両替店はこのほかにも安田系の第四十五国立銀行から８５年に金禄公債を買い取った

り，抵当として預かったりしている２７。このように中村は取引において安田関係者とのつながり

があり，もともと中村は安田商店に勤務するなど開店までに安田との関係があったのかもしれな

いが，この点は確認できなかった。

小売商とみられる者として，「預リ証」が最も多かったのは，深谷清七（４５枚），岡野米店

（岡野五兵衛，芝区，１４枚），池田喜八（赤坂区，１０枚）などがあげられる。深谷清七について

詳細は不明であるが，「旧銭」「銅貨」の

預入を頻繁に行っており，深谷は日銭が

かなり入る業種の商人のようである。岡

野については，１８８５年（全９０枚）にも

２９枚の「預リ証」が綴られており（表

９―１，表９―２），ともに中村店は「銀貨」

「銅貨」「旧銭」「天保銭」などの現金を

頻繁に預かっている。岡野は，１８９１年

度の芝区内の高額所得者一覧にも「酒

商」として名を連ねている有力商人で

あったが２８，８３～８５年当時米の小口取引

表８―２ 中村両替店現金等の主な預け主（１８８３年９月～８４年９月）

氏 名 住 所 種 類 金額（円） 件数
１件当金
額（円）

備 考

深谷清七 現 金 １０，３１２ ４５ ２２９ 「銅貨」「旧銭」「天保銭」を含む
峯沢両換店 日本橋区 現金・金禄公債 ８，３５０ １８ ４６３
岡野御米店 芝 区 現 金 ２，８７９ １４ ２０５ 「銅貨」「旧銭」「天保銭」を含む
池田喜八 赤坂区 現 金 １００ １０ １０ 「銅貨」のみ
野村勝三 芝 区 現金・金禄公債 １７０ ８ ２１ 大部分は現金
彦根正三 現 金 ３００ ４ ７５

（小計） ２２，１１０ ９９ ２２３

（総計） ３５，１３６ １６９ ２０９

（出所）表８―１と同じ。
注：預け回数４回以上の者を示した。

表９―１ 中村両替店現金等預り額（１８８５年３月～８６年１月）

種 類 金額（円） 件数
１件当金
額（円）

現 金 １０，６１９ ３９ ２７２

「銀 貨」 （７７３枚） １

六分利付金禄公債 ２，５９０ ３ ８６３
七分利付金禄公債 ８，４３０ ４５ １８７
金禄公債 小計 １１，０２０ ４８ ２２９
金札引換公債 １，１００ １ １，１００
共同運輸株 （６株） １

総 計 ２２，７３９ ９０ ２５２

（出所）「預リ証」綴（１８８５年３月～８６年１月）。
注：１）資料は中村両替店の控えと推定。
２）公債の金額は額面。
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で受け取ったこれらの貨幣を中村店に預け入れたものであろう。当時米の小口取引ではまだ幕政

期の天保銭などが使用されていたのである。池田喜八も一層少額の預入を銅貨で頻繁に行ってい

たし，他にも類似の預け主は多い。

その他，表８―２・表９―２において消息のわかる者について記すと，野村勝三（高知県士族）

は，１８８１～９４年頃内務省図書局・警保局図書課等の属官であり，８４年に同店にたびたび預金し

ており，利子受取目的であろうか。彦根正三（東京府士族）は，この頃『官員録』などを発行し

た博公書院の経営者である。伊藤祐順（宮城県士族）は元仙台藩祐筆の儒学者であり，金子おな

じ（女性社会事業家，１８７３年生）の父で，１８８２～８５年頃海軍省会計局・東京府土木課等の官吏

であった２９。

２．顧客層

次に上記の全資料に登場する顧客を族籍別・職業別に考察してみよう。『印鑑簿』の１回の記

載も１件とし，その他の資料に記載された１回の取引も１件とカウントして集計すると，総計

１，７４９件となる。したがってこれは延件数である。実人数は１，００３名（１件のみ記載６２７名，複

数件記載３７６名）であった。これらの顧客の１８８２～８６年頃の族籍や職業を各種資料から判明す

る限りで分類したものが表１０である。当然ながら，族籍・職業とも不明の場合が多く，この限

りでは数字から各属性の割合を推定することはできないが，顧客層の性格を知る一つの手掛かり

にはなろう。

表９―２ 中村両替店現金等の主な預け主（１８８５年３月～８６年１月）

氏 名 住 所 種 類 金額（円） 件数
１件当金
額（円）

備 考

岡野御米店 芝 区 現 金 ４，６３５ ２９ １５９ ほとんどは「銅貨」「旧銭」「天保銭」
佐々木重之 荏原郡 金禄公債 ８４０ ３ ２８０
信太正脩 神田区 金禄公債 ５６５ ３ １８８
伊藤祐順 下谷区 現金・金禄公債 ６０ ３ ２０

（小計） ６，１００ ３８ １６０

（総計） ２２，７３９ ９０ ２５２

（出所）表９―１と同じ。
注：預け回数３回以上の者を示した。

表１０ 中村両替店顧客の族籍と職業

族 籍 職 業 等

計
華族 士族 平民 不明

官 吏 商工
業者

専門職
社会運
動家

文化人・
宗教家

教員
学生・
その他

無職 不明
文官 武官 府県官

延人数 １ ３２９ ５７ １，３６２ ９６ ２３ ２１ １０７ ３７ ６ １９ １ ９ ４ １，４２６１，７４９

実 数 １ １７７ ２７ ７９８ ５２ １７ ９ ２７ ２３ ３ １３ １ ４ ２ ８５２１，００３

注：族籍・職業等は中村店との取引当時のもの。
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（１）士族・華族

まず族籍別には，華族は１件（１名）のみ，士族は３２９件（実数１７７名），平民は５７件（実数

２７名），残り１，３６２件は族籍不明者（銀行等の企業を含む，実数７９８名）であった。しかし前述

のように，中村両替店が買い取ったのは主に金禄公債であり，武士の子でも次三男が分家すれば

平民になるとはいえ，不明者の大部分も士族だった可能性はある。

それはともかく，顧客の士族・華族はどのような旧武士層だったか。同店買取金禄公債の大部

分は七分利付で，ほかに六分利付がある程度あり，一割利付は６件９７４円のみあった（ただし１

件金額不明）。そして五分利付は皆無であった。金禄公債の交付人員全３１万３，０００名のうち五分

利付公債を交付された者はわずか５１９名であり３０，それはのちに華族に列せられるような上級武

士に限られた。加賀藩の例では，五分利公債受領者は藩主のほか旧禄高１万石以上の家老層であ

り，これら家老もほとんどは１９００年に男爵になった。そして六分利公債受領者は，それ以下の

概ね禄高１千～１万石の旧上級武士であった３１。このように旧上級武士の士族には，五分・六分

利公債が交付されたから，中村両替店が買い取ったのは，大部分が旧下級武士ないし千石以下の

旧中級武士層に交付された公債であった。同店顧客の士族も概ねそのような階層の旧武士だった

であろう。そもそも五分利公債は，当初，交付された華族・士族がその大部分を条例改正後の国

立銀行に出資しており３２，あまり公債市場に出なかったかもしれない。

しかし中村店の顧客に旧上級武士が皆無だったのではない。いずれも小藩とはいえ元藩主（藩

知事を含む）が３名いた。すなわち，旧出羽長瀞藩主の米津政敏，旧盛岡新田藩（七戸藩，盛岡

藩の支藩）主の南部信民，および旧伊勢菰野藩主土方雄永を継いで１８７０年に同藩知事になった

土方雄志である。このうち取引（ないし資料への記載）当時華族だった者は，『印鑑簿』（１８８４

年）に記載のある米津政敏（１８８４年に子爵）だけであった。ただし８３年に金禄公債を売却し，

それまで士族だった土方雄志も，８４年に子爵となった。南部信民は華族にはならず士族のまま

であり，同藩の藩主で華族になったのは次代藩主だった。

この元藩主のうち米津（当時陸軍中尉）は『印鑑簿』にあらわれるだけで，実際の取引内容は

不明であるが，南部は１８８５年に２回にわたって額面１，３００円の七分利金禄公債を１，２８４円で売

却している。土方（当時工部省官吏）は１８８３年に自己名義と実弟土方久徴（のち日銀総裁，

１８７０～１９４２，当時未成年で１８９５年帝大法科卒）の後見人として久徴名義の七分利金禄公債額面

７００円を６１４円で３回に分けて売却している。売却代金はやはりそれほど小さくはない。

そのほか旧禄高が千石以上だったことがわかっている例としては，丹羽五郎（旧会津藩士，禄

高千石，福島県士族）がおり，８５年に六分利金禄公債を売っている。丹羽は１８８８年に警視庁和

泉橋警察署長（神田区）を務めたのち，９２年に北海道開拓のため渡道した３３。

（２）官吏

同店の顧客には士族が少なくないが，また官吏には士族が多く，とりわけ東京在住の士族には
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表１１ 中村両替店顧客の著名人の例

氏 名 族籍等 住 所 生 没 年 職 業 等（当時） 備 考（後の履歴等）

星 亨 平 民 京橋区 １８５０―１９０１ 政治家（衆議院議長，逓信大臣など）
岸田吟香 平 民 京橋区 １８３３―１９０５ ジャーナリスト，実業家，洋画家岸田劉生の父
斯波貞吉 福井県士族 神田区 １８６９―１９３９ （学生） ジャーナリスト，政治家（衆議院議員など）
西村玄道 東京府平民 京橋区 １８５８―？ 民権活動家，「自由新聞」記者 三重県出身，社会運動家
檜垣正義 麹町区 １８６１―１９２４ 自由民権家 元土佐藩郷士・庄屋，高知県会議員，同議長

丸山孝一郎 山形県士族 芝 区 １８４９―１９１２ 海軍省鞠獄課二等書記
海軍法務官，興亜会会員，米沢製糸社長，衆
議院議員

土方雄志 華族（子爵）芝区・麻布区１８５６―１９３１ 工部省会計課員
伊勢・菰野藩主（１８８３まで士族），貴族院議
員，土方久徴・日銀総裁の実兄

米津政敏 華族（子爵） 麻布区 １８５１―１８９５ 陸軍歩兵中尉 出羽・長瀞藩主，貴族院議員
近藤真琴 三重県士族 芝 区 １８３１―１８８６ 海軍兵学校文官教授 海軍中佐，教育者，攻玉社創立者

真野 肇 静岡県士族 麻布区 海軍兵学校文官教授
旧幕臣，沼津兵学校入，真野文二（帝国大学工
科大学教授，九州帝大総長，貴族院議員）の父

山県悌三郎 滋賀県士族 小石川区 １８５８―１９４０ 文部省御用掛 教科書編纂者，教育者
中沢見作 佐賀県士族 芝 区 １８２２―１８８９ 司法省八等属 元唐津藩士，教育家，１８８７帰郷
岡市之助 京都府士族 麹町区 １８６０―１９１６ 陸軍歩兵中尉 陸軍中将，陸軍大臣
岡本兵四郎 和歌山県士族 赤坂区 １８４６―１８９８ 陸軍歩兵大佐 陸軍中将

下條正雄 山形県士族 麹町区 １８４３―１９２０ 海軍省会計局用度課長・主計少監
海軍主計大監，貴族院議員，日本画家，子爵
夫人鳥尾鶴代の祖父

諸岡頼之 東京府士族 １８５１―１９１４ 海軍大尉 海軍中将
小畑 蕃 福井県士族 麹町区 １８４８―１９１４ 陸軍省歩兵大尉 陸軍少将

佐藤専一郎 長崎県士族 芝 区
海軍巡洋艦畝傍事件（１８８６，行方不明）の乗
組員・機関師

森又七郎 東京府士族 芝 区 １８４９―１９２５ 海軍水雷訓練所大尉 海兵１期，海軍少将
築山清智 下谷区 １８６４―？ 海軍少尉補 海軍少将

土肥淳朴 福井県士族 麹町区 陸軍省一等軍医
陸軍軍医正，東京帝大医科大学教授土肥慶
蔵の養父

高橋琢也 広島県平民 牛込区 １８４７―１９３５ 陸軍参謀本部翻訳課出仕
農商務省山林局長，沖縄県知事，東京医学専
門学校（現東京医科大学）を設立，貴族院議員

谷謹一郎 大分県士族 芝 区 １８４９―１９１４ 大蔵省大蔵卿秘書官・権少書記官 日本勧業銀行理事，東海生命保険社長

稲垣喜多造 神田区 １８４８―？
官吏，仏留学，日本の会計学の草分け，１８７６日
本初の近代会計学書「造船事務要略」を著す

水郡長義 大阪府平民 埼玉県 １８５２―１９１０ 浦和始審裁判所検事補
大阪府庄屋の出身，父水郡善之祐とともに
天誅組の変に参加，警視庁警部のち各地方
裁判所検事など

和田収蔵 東京府士族 下谷区 東京控訴裁判所判事 １８７３ウィーン万博派遣仏語通訳・三等事務官
野崎啓造 広島県士族 芝 区 １８５２―１９１０ 東京始審裁判所検事 検事総長，貴族院議員

増田 賛 富山県士族 神田区 １８３９―１９０２ 東京控訴裁判所判事
各地方裁判所判事，西村茂樹と教化団体東
京脩身学社（のちの日本弘道会）を創設

石藤豊太 広島県士族 本郷区 １８５９―１９４５ 東京大学助教授・火薬学者 東京帝大工学部教授，日本化薬製造㈱取締役

桜井小平太 東京府平民 牛込区 帝国大学医科大学生？
薬学者，第四高等中学校教諭，共立女子薬学
専門学校（後の共立薬科大学）初代校長

坪井次郎 東京府士族 本郷区 １８６２―１９０３ （学生，１８８５東京大学医学部卒） 衛生学者，京都帝大医科大学教授兼学長
稲垣徹之進 三重県士族 芝 区 工部省鉱山局技手 鉱山技術者，明治炭坑専務，筑豊礦業組合総長

島田純一 山口県士族 京橋区 １８５２―？ 工部省鉱山局技手
農商務省東京鉱山監督署長，三井三池炭鉱
勤務，正金頭取・勧銀総裁梶原仲治の義父，
作家安部譲二の曽祖父

寺崎 遜 東京府平民 麹町区 １８５２―？ 神奈川県外事課属官
吉田正秀とともに日本語のモースル符号を
考案，工部省技手，文部省・枢密院等の属官，
画家寺崎武男の父

吉田正秀 静岡県士族 麻布区 １８５０―１９３０ 工部省電信局技手
旧幕臣，逓信省電務局長，寺崎遜と日本語の
モースル符号を考案

青山喜八 東京府平民 芝 区 １８３４―１９１０ 骨董商 クーデンホーフ光子（青山みつ）の父
江副廉蔵 佐賀県士族 京橋区 １８４８―１９２０ １８８５煙草店（銀座）開業 大隈重信の義弟，有力煙草輸入商
小林喜右衛門 日本橋区 俳書出版業の仙鶴堂店主 江戸期以来の老舗，鶴屋喜右衛門
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官吏が多かったから，中村両替店の顧客には官吏も多かった。各省職員録などにより判明する限

り，中央機関等の文官・武官，さらに府県官吏の延取引件数はそれぞれ９６件（実数５２名）・２３

件（同１７名）・２１件（同９名）であった。府県官のほとんどは東京府の官吏であった。これは

もちろん過少であり，実際にはもっと多かったであろう。商工業者の中村店との取引はむろん業

務上の場合が多かったとみられ，彼らの同店との取引回数は多い場合があるのに対して，官吏は

業務の必要から取引したわけではないので，中村店と官吏との取引はたいてい１～２回止まりで

あった。

さて官吏の中にも，のちに著名となる者ないし重要な業績をあげた者は少なくない。その一端

は表１１に示したが，１８８０年代半ばにすでにある程度の地位を得ていた者の中には，交付公債で

ある金禄公債のみならず，公募債である起業公債や中山道公債，さらに日本鉄道株などを売却し

ている例があった。この時期のとくに上級官吏の俸給は相対的に高かったから，貯蓄用としてこ

れらの公募債や株式を購入していたのであろう。たとえば，谷謹一郎（１８４９～１９１４）は，１８８０

年にすでに大蔵省二等属になっており，１８８５年には大蔵省大蔵�秘書官・権少書記官であった

が，８５年に日本鉄道株（１０株，代金３７３円）や起業公債（額面５００円）を売却しているし，の

ち検事総長になった野崎啓造は，１８８１年にすでに検事になっており，１８８５年に中山道公債（額

面５００円）を売却している。

これに対して，下級官吏は中村店への売却証券や担保証券はほぼ七分利金禄公債に限られてい

た。ただしこの場合でも額面５００円前後の比較的高額の売却も少なくなかった。官吏という安定

的な職種がそれまで多額の金禄公債の保有を助けていたのであろう。

（３）商工業者

商工業者の延取引件数１０７件であるが，実数は２７人であり，すでに述べたように，岡野米店

井上安兵衛 京橋区 銀座尾張町の井上商店々主 井上紅梅（雑誌「支那風俗」刊行）の養父
鳥海新右衛門 茨城県 茨城県古河町の豪商 女流文学者若杉鳥子の実父
平松甚四郎 日本橋区 １８３６―１８８９ 平松銀行（日本橋区兜町）頭取

柏村 信 山口県士族 芝 区 第十五国立銀行支配人？
実業家，毛利家家令，維新の十傑広沢真臣の
実兄

山田幾右衛門 京橋区 １８３０―１８９７頃 細工人 宮内省御用掛御槍師，幕政期以来代々御槍師

広津正人 佐賀県士族 京橋区 （五代友厚と同居）
洋画家，外交官広津弘信の長男，小説家広津
柳浪（直人）の兄，洋画家久米桂一の師匠

長沼守敬 岩手県士族 麹町区 １８５７―１９４２ イタリア公使館通訳見習 彫刻家，東京美術学校教授
原田直次郎 南豊島郡 １８６３―１８９９ 洋画家 洋画家，政治家原田熊雄の叔父
鈴木利平 芝 区 １８４３―１９１３ 三井銀行員 幸堂得知，小説家，文人
杉浦 誠 静岡県士族 下谷区 １８２６―１９００ 漢詩人 杉浦梅潭，漢詩人，旧幕臣，１８７７開拓使を退官
小堀正快 東京府士族 下谷区 １８５８―１９０９ 遠州流茶道第十代家元 直参旗本，小堀遠州の直系子孫

杉江勝太郎 平 民？ 赤坂区 １８５４―１８９０ 講釈師
１８８５第四代一龍斎貞山を襲名，父も地方廻
りの講釈師

田中貞吉 山口県士族 京橋区 １８５７―１９０５ （無職，米国留学から帰朝直後） 海外殖民事業家
徳永 純 芝 区 真宗の伝道師 富士製紙幹部，政治家桜内幸雄の義父

注：広津正人の当時「五代友厚と同居」は，『印鑑簿』の記載による。
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など特定の主体が頻繁に繰り返し取引していた。こうした商業者にとって中村店は預金金融機関

として機能していた。またとくに有力商人の中には大口取引の支払いを金禄公債で受け取った場

合もあるらしく，それを中村店に持ち込んで換金したとみられるものが少なくない。先述した有

力煙草商関久四郎らのみならず，江戸期以来の俳書等の出版元である小林喜右衛門（仙鶴堂，日

本橋区）の場合も，平民のはずであるが，１８８３年に七分利金禄公債額面６６０円を中村店に売却

している。さらにこの頃の少額取引で使用されていた天保銭など古銭の取扱いも行っていた。ま

た峯沢商店など同業者との取引もめだつ。『明治十六年一月吉祥 代金請取綴込簿』によれば，

平松銀行や泉屋両替店の経営者である平松甚四郎は，「田島太兵衛」名義の金禄公債を代理で売

却しており，取引の仲介を行っていたらしい３４。

地方商人が取引で東京に来る際に中村両替店と取引したと思われる例もあった。鳥海新右衛門

は茨城県西葛飾郡古河町の豪商であり，また女流作家若杉鳥子（１８９２～１９３７）の実父としても知

られる人物であったが３５，８５年に中村店に日本鉄道株を売却しているほか，『印鑑簿』（１８８４

年）にもあったから，同店と繰り返し取引していたのではないかと思われる。

（４）学生

顧客のうち，取引当時学生だった者もある程度存在したはずであるが，それがわかる事例はそ

れほど多くない。判明するのは，その後社会的に活躍し著名人となって履歴がわかる者に限られ

る。彼らの中村店との取引は，学資やその後の留学資金の調達を目的としたと推定される者が多

い。以下にそのような事例をいくつかあげてみよう。

斯波貞吉（福井県士族，１８６９～１９３９）は，１８８４～８６年に七分利金禄公債を売却したり抵当と

して借入するなどしている。彼は岐阜中学から学習院に入り，卒後，１８８９年に英国オックス

フォード大学へ留学，９１年に帰国，９３年に帝国大学文科大学入学，９５年に修了したのち，岩手

県盛岡中学校教師を経て万朝報社に入り，ジャーナリストのちに政治家となった３６。したがって

中村店との取引当時は学生のはずである。父斯波有造は大蔵省官吏であり，のち行政裁判所評定

官などを歴任しており，比較的富裕な家庭だったはずだが，中村店との取引は学資・留学資金の

調達目的だった可能性がある。

坪井次郎は『印鑑簿』（１８８４年）にあらわれるだけであるが３７，８５年に東京大学医学部を卒業

しており，その後海外留学などを経て，１８９９年には京都帝大医科大学教授兼学長となった人物

である。父坪井為春（坪井芳洲，１８２４～１８８６）は元薩摩藩医で，西洋医学所教授，文部省官吏，

埼玉県医学校長などを歴任したから，同家も比較的富裕だったはずではある。
こ せ

洋画家として知られ，森鴎外『うたかたの記』の主人公巨勢のモデルとしても知られる原田直

次郎も３８，知的で恵まれた家庭に生まれ育った。父は元旗本の兵学者原田一道で，１８８１年に陸軍

少将，さらに貴族院議員，男爵となり，兄原田豊吉（１８６１～１８９４）は地質学者で１８８４年に東京

大学教授になっている。ちなみに豊吉の子が西園寺公望の秘書となった原田熊雄（１８８８～１９４６）
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であり，豊吉没後直次郎が引きとって養育した。それはともかく直次郎は８１年に外国語学校を

卒業し，すぐに結婚，翌年に長女が生まれたが，８４～８７年に単身でドイツへ私費留学し，画家

としての腕を磨いた。生活苦だったとは思えないが，中村店には，結婚後，留学前の８２年に七

分利金禄公債（額面１００円）を売却していた。

前述のように彫刻家長沼守敬が１８８１年のイタリア留学前に中村店に姿をあらわしているの

は，留学資金捻出のためと思われるし，元伊勢菰野藩知事土方雄志は，実弟土方久徴の後見人と

して七分利金禄公債を売却した。このような事例はその他にもかなりあったものと思われる。

おわりに

この時期の両替商の活動は，明治ひとケタ代にみられた有力両替商の為替取引等の役割は銀行

にとって代わられ，中村両替店のような中小規模の両替商を担い手とする金禄公債を中心とした

債券取引，預金受入，債券担保の貸付などの業務に縮小している。

また金禄公債を受領した士族が生活苦のためにそれを手放したのはインフレ期の１８８１年まで

が最盛期だったとされているから，この時期の両替商の金禄公債取扱は，松方デフレ期のイメー

ジとは異なり，比較的余裕のある士族や営業上それを入手した商人などによる売却・担保差出が

中心だったようである。起業公債などの公募債や株式の取引もある程度行われるようになりつつ

あった。この時まで金禄公債を保有できた顧客層の士族はすでにそれなりの官職などについてい

た者が多く，また士族に限らず事業による利益をこうした公債購入に充てていた者もいたようで

ある。そして中村店へのこれらの有価証券売却によって得られた資金はさらに自らの事業や教育

などに利用され，彼らの中からやがて顕著な社会的活動により名を成す者も多く現れた。この両

替店の顧客に比較的著名な人物が数多く見出されるのは，志と才能を持った各界の人材が蝟集す

る明治の首都東京の両替店だったこともさることながら，このような経緯があったものであろ

う。武士層という近世社会の既得権集団を解体する大きな制度改革に際して実施された激変緩和

措置である金禄公債の発行は，国立銀行の設立促進といったマクロ面以外にも，こうした近代日

本の発展に資する意図せざる効果もあったように思われる。

他方中村両替店は，すでに銀行が多数設置された時期とはいえ，なお中小・零細事業者などに

対する日常的な預金受入・貸付，有価証券買取りなど，中小事業者の金融機関としてそれなりの

役割を果たしていたし，また両替商間の資金融通・債券売買等もそれなりに活発であり，中小両

替商の活動とそのネットワークはこの時期においても都市経済において不可欠の役割を果たして

いたことが窺われるのである。
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注

１ 石井寛治『経済発展と両替商金融』（有斐閣，２００７年）。

２ �見誠良「証券財閥」渋谷隆一・加藤隆・岡田和喜編『地方財閥の展開と銀行』（日本評論社，１９８９
年），寺西重郎『戦前期日本の金融システム』（岩波書店，２０１１年）第３―５章など。

３ 資料には「中村両換店」（または「中邨両換店」）と表記されているが，こんにち「両換」「両換店」は一

般に使用されないので，本稿では「中村両替店」と表記する。同店の経営資料は，神奈川大学大学院経済

学研究科経済史資料室の所蔵にかかるものであり，かつて某書肆から購入したものである。

４ 野田正穂『日本証券市場成立史』（有斐閣，１９８０年）第１章第２節。

５ 野田，前掲書，４０～４５頁，矢野竜渓『安田善次郎伝』（中公文庫，１９７９年）１１７～１１８頁。

６ 他方，１８８７年頃の士族等との訴訟関係資料が数件あり，顧客の士族が中村に金禄公債の返却を要求して

おり，これもこの頃同店がすでに閉店していたことを窺わせる。

７『東京商人録』（１８８０年刊）も同じ内容である。

８ 藤田武次郎については，『新修港区史』（１９７９年）５１４頁。

９ ただし寺崎遜は，日本語のモースル符号を考案し，工部省電信局技手なども歴任した人物として知ら

れ，１８８４年当時は神奈川県属官である（安岡孝一・安岡素子『文字符号の歴史 欧米と日本編』共立出

版，２００６年，２５頁，国立公文書館アジア歴史資料センター収蔵資料〔レファレンスコード A

０６０５１２９３０００〕などによる。表１１も参照）。

１０ 著者作成「１８９０年金沢士族名簿」データベース。詳しくは，拙稿「武士の近代―１８９０年代を中心とし

た金沢士族―」神奈川大学『商経論叢』４５巻４号（２０１０年）。

１１ 実際，青山喜八は「三堀知伸代理」として売り渡している。なお光子の祖父も「喜八」であるが，年齢

的にこの資料にあらわれる「青山喜八」は光子の父と思われる。喜八は頻繁に引っ越しをしたとされる

が，ここでの住所は芝区である。喜八・光子については，木村毅『クーデンホーフ光子伝』（鹿島出版

会，１９８６年），シュミット村木真寿美『ミツコと七人の子供たち』（河出書房新社，２００９年）などを参

照。

１２「諸国煙草問屋」の水戸屋。前掲『新修港区史』５１３，５１８頁による。

１３ 正宗敦夫編『地下家伝』上巻（自治日報社，１９６８年）２４２頁。

１４ 南条文雄『懐旧録』（平凡社東洋文庫復刻版，１９７９年）２６６頁。峯孟親は宗教学者南条文雄の岳父であ

る。

１５ 西尾為忠（１８４２～１９００）については，小林丈広『明治維新と京都―公家社会の解体―』（臨川書店，

１９９８年）に詳しい。京都府官吏，閑院宮家・梨本宮家家令，文部省御用掛などを歴任，１８８３～８６年は宮

内省七等出仕（『改正官員録』による）。

１６ 以下の史実は，杉浦正『岸田吟香―資料から見たその一生―』（汲古書院，１９９６年）２９１～３０７頁によ

る。引用は３０６頁。

１７ 以下，星の履歴や活動経過については，野沢�一編著『星亨とその時代１』（平凡社東洋文庫，１９８４
年），有泉貞夫『星亨』（朝日新聞社，１９８３年），中村菊男『星亨』（吉川弘文館，１９６３年），鈴木武史『星

亨』（中公新書，１９８８年）。

１８ 中村，前掲書には，「〔星は〕刑務所へ入所前に処置することは処置しておこうと考え，便宜上上告を申

し立て，帰京して家事の始末をして翌十八年（一八八五）三月一日，新潟に向かい，上告を取り下げて入

所し」たとある（６２～６３頁）。

１９ 星の新潟着は３月６日（有泉，前掲書，１０４頁）。

２０ 野沢，前掲書，１３４頁以下。

２１ 野沢，前掲書，２１２頁。

２２ 天ヶ瀬恭三『近藤真琴伝』（攻玉社学園，１９８６年）２２２頁。

２３ 以上は，同上書，５７，１６０頁などによる。

２４ ただし印紙を貼付している場合と不貼付の場合があり，８３年分はほとんど不貼付であり，「仮記」と記
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しているものも少なくない。

２５ 高橋哲夫『明治の士族―福島県における士族の動向―』（歴史春秋社，１９８０年）２８９頁。

２６ 以上の史実は，由井常彦編『安田財閥』（日本経済新聞社，１９８６年）第１章による。

２７『明治十八年一月吉日 公債代価請取証』，「預リ証」綴（１８８５～８６年）。第四十五国立銀行について

は，前掲『安田財閥』１３８頁，橘川武郎・島田昌和編『進化の経営史』（有斐閣，２００８年）５７頁などを参

照。

２８「芝区内における四等以上所得税納税者」『新修港区史』（東京都港区役所，１９７９年）５１９頁。

２９『近代群馬の女性たち』（みやま文庫，１９７１年）１０２頁，『海軍文武官職員録』（１８８２年９月），『東京府

職員録』（１８８２年）など。

３０『国債沿革略』第２巻（大蔵省理財局，１９１８年）１５２頁。

３１ 前掲，拙稿「武士の近代―１８９０年代を中心とした金沢士族―」２１８頁の表Ⅳ―１をみよ。

３２ 五分利付金禄公債の交付額３，１４１万円のうち，１８７７～８２年には，２，８００～３，０００万円（額面）もが国立

銀行の紙幣抵当になっていた。ただし８３年以降この金額はかなり低下していく。『明治財政史』第１３巻

（１９２６年）４１６頁の付表，前掲『国債沿革略』第２巻，１５２頁。

３３ 丹羽五郎は内務次官などを歴任した丹羽七郎の父である。北海道久遠郡せたな町のホームページなどを

参照。

３４ 平松甚四郎と平松銀行については，小川功「リゾート開発に狂奔した“投資銀行”のリスク増幅的行

動―平松銀行頭取平松甚四郎のリスク選好を中心に―」滋賀大学『彦根論叢』３９０号，２０１１年。

３５ 奈良達雄『若杉鳥子』（東銀座出版社，２００７年）５頁。

３６『国史大辞典』，斯波安『手むけ草』（１９４０年）などによる。後者では１８９６年に帝国大学卒業。

３７ 資料には「坪井治郎」，住所は本郷区となっている。

３８ 新関公子『森鴎外と原田直次郎』（東京藝術大学出版会，２００８年）。
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